
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額 0 0

難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金

(前年度予算額： 1,5531,861１ 事 業 費 千円)

健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援係

使用料 財　産区  分

手数料

0 0 0 0

事業費

1,553

寄附金

0

一　般
財　源

1,553

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目 款：民生費　項：児童福祉費　目：児童福祉諸費

 ＜財源内訳＞

財 源 内 訳

事 業 名

1,861

（１）要求の趣旨（現状と課題）

0

0

1,861

1,861

　　①助成対象児
　　　次の要件をすべて満たす難聴児
　　　　・18歳未満の県内在住者であること。
　　　　・聴力が次のいずれかに該当すること。
　　　　　ア）両耳の聴力が30ｄＢ以上70ｄＢ未満であること。
　　　　　イ）一側耳の聴力が30ｄＢ以上であること。ただし、専門医（一般社団法人日
　　　　　　　本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定した専門医をいう。）が特に必要と認
　　　　　　　めるときは、この限りでない。
　　　　・身体障害者手帳の交付対象でないこと。
　　②基準額
　　　　障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における基準額と同額とする。

0 0 0

電話番号：058-272-1111(内3488)

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

0 0 0 0

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

0

　障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度、中等度の難聴
児に対して、補聴器装用による聴力の向上、言語の習得及びコミュニケーション能力の向
上を図るため、補聴器の購入等に要する費用（新規・更新・修繕。機種や障がいの状況に
より必要となるイヤモールドや受信機等を含む。）の一部について、市町村を通じて助成
を行う。

1,861



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

決定額の考え方
　

1,861

事業内容の詳細

補助基準額×１／３

事業内容

３ 事業費の積算 内訳

補助金

合計

金額

　　　県１／３、市町村１／３、利用者１／３

　　　無

1,861



□

■

・終期までに何をどのような状態にしたいのか

R6年度
実績

75

R5年度
1,792

目標 (R8) 達成率

250%

補助金交付実績
（単位：千円）

R4年度
1,319

R6年度
2,721

（目標の達成度を示す指標と実績）

指標名
事業開始前 R7年度 R8年度 終期目標
(H24)

① 助成利用人数
0 30 30 30

目標

　身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児が、成長の早い段階
から補聴器を使用することにより、成人に達するまでの間に十分に学習の機会を確保
し、コミュニケーション能力等を身につけて将来自立した生活が送れるようにする。

補助率・補助単価等 定率
（内容） 県１／３、市町村１／３、利用者１／３
（理由） 県、市町村、利用者で同等の負担割合となるよう補
助割合を設定した。

補助効果

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となって
いる軽度、中等度の難聴児に対して、補聴器装用による聴力の
向上、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上を支援し
た。

終期の設定 令和８年度
（理由） 継続的に実施予定であるが、次期障がい者総合支援
プランの改定時期に合わせ、事業内容の見直し時点として設
定。

（事業目標）

補助事業の概要 （目的）障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外
となっている軽度、中等度の難聴児に対して、補聴器装用によ
る聴力の向上、言語の習得及びコミュニケーション能力の向上
を図る。

（内容） 補聴器の購入等に要する費用の一部について、市町
村を通じて助成を行う。

県 単 独 補 助 金 事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

（事業内容）
補助事業名 難聴児補聴器購入費等助成事業費補助金
補助事業者（団体） 市町村

（理由）市町村を実施主体とすることが、対象児に関する情報
や世帯の市町村民税の課税状況の把握などの観点から、最も適
切であるため。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

(評価) 　市町村からの交付申請等に際して、提出書類の電子化など、事務の効率化
に努めた。

２

(評価)

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか

２

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

　障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象とならない軽度、中等
度の難聴児に対して、補聴器装用による聴力の向上、言語の習得及びコミュ
ニケーション能力の向上を図ることにより、成人後の自立した生活を実現す
るための助成制度であり、必要性は高い。

３

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり（単年度目標100％達成かつ他に特筆できる要素あり）
　２：期待どおりの成果あり（単年度目標100％達成）
　１：期待どおりの成果が得られていない（単年度目標50～100％）
　０：ほとんど成果が得られていない（単年度目標50％未満）

(評価) 　補助対象者対して、市町村を通じて助成することにより聴力の向上、言語
の習得及びコミュニケーション能力の向上を支援することができた。

継続
助成対象者の範囲等、各市町村・地域の実態やニーズをとらえ、事業内容を検討しな
がら、継続的な福祉施策の推進に努める。

（今後の課題）

　助成対象者の範囲等、各市町村・地域の実態やニーズをとらえ、事業内容を検討し
ながら、継続的な福祉施策の推進に努める。

（次年度の方向性）

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

令
和
５
年
度

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度、中等度
の難聴児に対して、補聴器装用による聴力の向上、言語の習得及びコミュニケー
ション能力の向上を支援した。
事業実施市町村：１８市町村

指標① 目標：30人 実績： 35人 達成率：  117％

令
和
６
年
度

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度、中等度
の難聴児に対して、補聴器装用による聴力の向上、言語の習得及びコミュニケー
ション能力の向上を支援した。
事業実施市町村：２７市町村

指標① 目標：30人 実績： 75人 達成率：  250％

（これまでの取組内容と成果）

令
和
４
年
度

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度、中等度
の難聴児に対して、補聴器装用による聴力の向上、言語の習得及びコミュニケー
ション能力の向上を支援した。
事業実施市町村：１５市町村

指標① 目標：30人 実績： 28人 達成率：  93％


